
【記入例：中学校 知的障がい特別支援学級】（表面） 

※「特別支援学級教育課程編成に関する届」の「１～３」の項目は「記入例 小学校」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入例：中学校 知的障がい特別支援学級】（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各教科等を合わせた指

導を行っている場合に

も、どのような教科の

内容やねらいを合わせ

て教育課程を編成して

いるか分かるように記

入します。 

同欄の各教科には、中

学校あるいは参考とし

た特別支援学校（知的

障がい）の教科名を記

入します。 

指導の形態で、各教科

等を合わせた指導を行

っている場合は、それ

ぞれの内容ごとに年間

の標準時数を記入しま

す。 

総合的な学習の時間

は、４の「各教科等」に

記入した時数と一致し

ます。 

各学年の標準総授業時

数は、４の「各教科等」

に記入した標準総授業

時数と一致します。 
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（９）教科用図書の使用 （特別支援学級で使用することができる教科用図書） 

 ・札幌市が採択している当該学年用の検定教科書（通常の教科書） 

 ・札幌市が採択している検定教科書の下学年用 

・特別支援学校用の文部科学省著作教科書（こくご☆☆等） 

 ・学校教育法附則第９条による教科用図書（一般図書） 

 

 教科用図書を選定する際の留意点 

① 児童生徒の障がいの程度に即した教育課程に適合するように使用することとし、使用開始学年は
指定しません。ただし、児童生徒の発達の順を追った教科書を使用することが大切です。 

 

② 学校教育法附則第９条による教科用図書（一般図書）の対象となる児童生徒については、おおよ
そ以下のように想定してあるので留意します。 

Ａ 話し言葉はもたないが、事物への興味や関心が出始め、簡単な物の弁別が可能な段階にある    

もの。 

Ｂ 話し言葉をもち、文字の読み書きに興味をもち始め、事物の簡単な因果関係が分かる段階に

あるもの。 

Ｃ 簡単な読み書きは可能であるが、学年相応の文部科学省検定済教科書や文部科学省著作教科

書では学習が困難な段階にあるもの。 

 

③ 文部科学省著作教科書（特別支援学校知的障害者用）は、以下のように使用します。 

種  目 
発 行 者 

教科書番号 書   名 
番 号 略 称 

国  語 ２ 東 書 

Ｃ－１２１  こくご  ☆ 

Ｃ－１２２  こくご  ☆☆ 

Ｃ－１２３  こくご  ☆☆☆ 

Ｃ－７２１  国 語  ☆☆☆☆ 

Ｃ－７２２  国 語  ☆☆☆☆☆ 

算  数 

・ 

数  学 

１７ 教 出 

Ｃ－１２１  さんすう ☆ 

Ｃ－１２２  さんすう ☆☆（１） 

Ｃ－１２３  さんすう ☆☆（２） 

Ｃ－１２４  さんすう ☆☆☆ 

Ｃ－７２１  数 学  ☆☆☆☆ 

Ｃ－７２２  数 学  ☆☆☆☆☆ 

音  楽 ２ 東 書 

Ｃ－１２１  おんがく ☆ 

Ｃ－１２２ おんがく ☆☆ 

Ｃ－１２３  おんがく ☆☆☆ 

Ｃ－７２１  音 楽  ☆☆☆☆ 

Ｃ－７２２  音 楽  ☆☆☆☆☆ 

※ ☆３までは、主に小学校(部)用であり、☆４・５は中学校(部)用であることに留意してください。 

  

 

使用する順序 

同時に支給され

ます。 
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令和５年度使用小学校（部）及び中学校（部）特別支援教育用教科用図書一覧 

次に示す札幌市立小学校及び中学校用教科書として採択した文部科学省検定済教科書の下学年用及

び、同一内容の拡大教科書 

令和５年度使用札幌市立小学校用教科用図書 

種  目 
発 行 者 

教   科   書   名 
番 号 略 称 

国  語 ３８ 光村 国語 （こくご） 

書  写 ３８ 光村 書写 （しょしゃ） 

社  会 ２ 東書 新しい社会 

地  図 ４６ 帝国 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 ３・４・５・６年 

算  数 １７ 教出 小学算数 （しょうがくさんすう） 

理  科 ２ 東書 新しい理科 

生  活 １７ 教出 せいかつ 

音  楽 ２７ 教芸 小学生の音楽 （小学生のおんがく） 

図画工作 １１６ 日文 図画工作 （ずがこうさく） 

家  庭 ９ 開隆堂 小学校 わたしたちの家庭科 

保  健 ２０８ 光文 小学保健 （小学ほけん） 

外 国 語 ２ 東書 NEW HORISON Elementary English Course 

道  徳 ３８ 光村 
道徳 きみが いちばん ひかるとき （どうとく きみが 

いちばん ひかるとき） 

令和５年度使用札幌市立中学校用教科用図書 

種  目 
発 行 者 

教   科   書   名 
番 号 略 称 

国  語 ３８ 光 村 国語 

書  写 ３８ 光 村 中学書写 

社 

会 
地理的分野 ４６ 帝 国 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 

歴史的分野 ４６ 帝 国 社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き 
公民的分野 ２ 東 書 新しい社会 公民 

地   図 ４６ 帝 国 中学校社会科地図 

数  学 １１ 学 図 中学校数学 

理  科 ６１ 啓林館 未来へひろがるサイエンス 

音楽 
一  般 １７ 教 出 中学音楽 音楽のおくりもの 

器楽合奏 １７ 教 出 中学器楽 音楽のおくりもの 

美  術 １１６ 日 文 美術 

保健体育 ５０ 大修館 最新 中学校保健体育 

技術 
・ 
家庭 

技術分野 ９ 開隆堂 技術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせて 

家庭分野 ９ 開隆堂 技術・家庭 家庭分野 生活の土台 自立と共生 

外国語 ２ 東 書 NEW HORIZON English Course 

道  徳 ３８ 光 村 中学道徳 きみが いちばん ひかるとき 

次に示す、文部科学省著作教科書（特別支援学校知的障害者用）Ｐ33③参照 
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次に示す一般図書（一部省略）  

教科名 
発行者の 

略称 

教科書 

番号 
書    名 

発達 

段階 

新規 

継続 

国語 

小峰書店 Ｃ０１ くまたんのはじめてシリーズ よめるよよめるよあいうえお A 継７ 

リーブル ００２ しりとりしましょ！たべものあいうえお B 継４ 

あかね書房 Ａ０３ もじのえほん かんじ（１） C 継 10 

(書写) 

くもん出版 Ｆ０１ おけいこ はじめてのおけいこ A 継６ 

くもん出版 Ａ０３ もじ・ことば３ やさしいひらがな１集 B 継６ 

ＰＨＰ ００１ 子どもの字がうまくなる練習ノート C 継９ 

社会 

学研 Ｃ０３ はっけんずかん のりもの改訂版 A 継７ 

三省堂 ５６３ こどもしごと絵じてん 小型版 B 継２ 

日本教育研 ５０６ ひとりだちするための トラブル対策 改訂版 C 継７ 

(地図) 

パイインタ ５０２ はじめてのにほんちずえほん A 継２ 

小学館 Ｃ０１ ドラえもんちずかん１ にっぽんちず B 継６ 

成美堂出版 ００３ いちばんわかりやすい 小学生のための学習 世界地図帳 C 継 13 

算数 

・ 

数学 

福音館書店  まるくておいしいよ A 新 

三省堂 Ａ０４ 三省堂 こどもかずの絵じてん B 継 11 

日本教育研 Ａ０２ ひとりだちするための算数・数学 C 継７ 

理科 

学研 Ｎ０１ ほんとのおおきさ動物園 A 継 11 

戸田デザイ ０１０ 昆虫とあそぼう B 継２ 

東洋館 ００４ くらしに役立つ理科 C 継６ 

音楽 

ひかりのく ０１３ あそびうたのほん CDつき A 継７ 

コスミック ５１４ きらきらひかる！ピアノえほん B 継５ 

くもん出版 Ｇ０３ CD付き 楽器カード C 継７ 

図工 

学研プラス Ｏ０１ あそびのおうさま BOOK ぬって A 継３ 

のら書店 ００１ はじめてのこうさくあそび B 継７ 

福音館 Ｎ０１ Ｄｏ！図鑑シリーズ 工作図鑑 C 継３ 

体育 

・ 

保健体育 

金の星社 ５０５ やさしいからだのえほん２ うんちはどうしてでるの？ A 継 10 

くもん出版  あいうえオリンピック B 新 

少年写真新 ５０７ 大切なからだ・こころ C 継５ 

家庭 

・技術 

ひかりのく Ｃ１０ こどものずかん Mio10 たべもの  A 継８ 

金の星社 ００１ おてつだいの絵本 B 継７ 

開隆堂 ００１ たのしい職業科 わたしの夢につながる C 継４ 

外国語 

戸田デザイ ００４ ABCえほん A 継６ 

永岡書店 ５０２ こどもものしりずかん これなあに？ B 継７ 

アプリコッ ６５４ Learning World① WORKBOOK C   継６ 

生活 

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード たべものカード A 継 13 

永岡書店 ５０１ こどもものしりずかん B 継８ 

福音館 Ｇ０８ 福音館の科学シリーズ どうぶつえんガイド C 継７ 

道徳 

ひさかた Ｄ０２ どうぞのいす A 継４ 

福音館 Ｋ０３ 日本傑作絵本シリーズ ドオン！ B 継６ 

評論社 Ｃ０１ ピーター・スピア―の絵本１ せかいのひとびと C 継６ 

 

〇 札幌市が採択した一般図書については、札幌市教育委員会のホームページに掲載されていま

す。 

○ 一般図書は、教育センター教育図書資料室にて閲覧可能です。閲覧の際には連絡が必要です。

【西区宮の沢１条１丁目「ちえりあ」内 ℡671-3410】 
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給与教科書一覧（例）     児童生徒名 ○○ ○○ 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

国 
語 

光村 

３８ 

こくご☆☆ 
Ｃ－１２２ 
東書 
２ 

しりとりしま
しょ！たべも
のあいうえお 
 リーブル 
（００２）Ｂ 

   

書 
写 

光村 

３８ 

もじ・ことば
９ はじめて
のカタカナ 
くもん出版 
（５０７）Ｂ 

もじ・ことば
11 はじめて
のかん字 
くもん出版 
（Ａ１１）Ｂ 

   

社 
会 

  

こどもしごと
絵じてん 小
型版 
三省堂 

（５６３）Ｂ 

   
 

算 
数 

教出 
１７ 

さんすう☆☆ 
（１）（２） 
Ｃ－１２２ 
Ｃ―１２３ 
教出 １７ 

こどもかずの

絵じてん 

三省堂 

（Ａ０４）Ｂ 

   

音 
楽 

教芸 
２７ 

きらきらひか
る！ピアノえ
ほん 
コスミック
(５１４)Ｂ 

DVDでひける！

はじめてのピ

アノえほん２ 

たのしいピア

ノのうた 

成美堂出版 

(００２) Ｂ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊児童生徒一人一人の実態に応じて給与教科書を選定します。 

＊教科書は一人一人異なるので、一覧表を作成し学年が進級した時に重なりがないよう配慮します。 

＊転校時や中学校入学時の引継の資料として、送付するものとして準備していきます。 

次年度の教科書を決定する際に参

考になるので、発達段階Ａ・Ｂ・Ｃ

を記入します。 

転学の際、教科書給与証明に記載す

ることになるので、教科番号と発行

者を記入します。 
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【Ｃ表－２の２】 学校番号

# 〔 〕 月　校外学習実施計画書

学校名

電話番号

校長名 　  令和　太郎

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

通
常

日

110

通
常

日

12

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

通
常

日

特
支

（ ）

通
常

日

通
常

日

諸経費を要する校外学習についてのみ記入する。

見学旅行及び宿泊研修は記載しない。（「諸届用紙」Ｄ表－１の１・２、Ｄ表－２の１・２を提出）

実施がない場合には、校外学習名の１段目に「実施予定なし」と記入する。

令和5年6月6日

　　○○小学校　

    123-4567

20000

7

「〇〇」の時間
※総合的な学習の時間

〇〇植物園

校外学習名 行き先 参加者数 引率者数
所要経費（児童生徒一人当たり）

108
6 200

交通費 その他

（ 金 ）

15

学　　年

特
支

実施
予定日

特
支

360 200現地学習 〇〇動物園
11

5
21

（ 木 ）

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

）
特
支

（

(1)

(2)

(3)

(4)

救急体制の基本は、「諸届用紙」Ｃ表－３によるものとし、安全に対する配慮事項は各学校にて作成し、徹
底を図ることとする。

特
支

（ ） －37－



【宿泊学習実施計画書（Ｄ表－１の２）表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別支援学級として単独あるいは他の学校と合同で宿泊を実施する時には、実施１ケ月前ま

でに「実施計画書」を、終了した後２週間以内に完了報告書を札幌市教育委員会学校教育部学

びの支援担当課特別支援教育担当係宛てに提出します。 

・ねらいは、教育課程の位置付けや、学習の

ねらいを明確に記載します。 

・内容の特色には、活動の重点などを具体

的に記載します。 

校内で実施する宿泊学習は、

「宿泊施設・旅館・ホテル名」

の項目に学校名を記載します。 
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【Ｄ表－１の２】 学校番号 2 0 0 0 0

札幌市教育委員会教育長　様

年 月 日

学校名

電話番号

校長名

）

から まで 泊 日

（ ）

①

②

①

②

③

④

⑤

(1)

(2)

　

(3)

第１日目 第２日目

7:30 朝食
8:40 後片付け
9:30

14:20 下校

場　所 備　考内　容

学校着
就寝

市町村

作文

13:25

宿泊研修 書
　　　 〇〇　〇〇

実施計画

期間 1 2

（
見
学
地
・
宿
泊
地
・
発
着
時
刻
等

）

旅
　
行
　
日
　
程
 

の
 

概
 

要
自主研修

体験学習

ねらい

実
施
方
法

ア．すべてを行事で実施
イ．総合的な学習の時
間による代替

ウ．一部を総合的な学
習の時間等で実施

○

学校発【徒歩】
月見湯着
入浴

19:50
19:55

給食
13:10 昼休み
12:15

13:45
14:53

16:20
17:25

食事
ガスト福住店発【徒歩】
学校着　レクリエーション

18:25
18:45 作文

10:15 中休み
10:40 おわりの会
11:30

10月20日（木） 10月21日（金）

8:25
8:40
12:15
13:30

提 出

旅行日程の概要

実施計画書は実施１か月前まで、完了報告書は終了２週間以内に、それぞれ提出する。
（電子データをイントラメールで提出）

集合から解散までの利用交通機関、主な見学地、宿泊地と発着時刻、宿泊施設・旅館・ホ
テル名等を記入する。

各項目ごとに金額を記入し、内訳には一人当たりの算出方法を記入する。参加者数とは、
在籍数から計画書（報告書）作成時において不参加が確定している数（不参加者数）を引
いた数をいう。

所 要 経 費

場　所

白い恋人パーク

内　容

工場見学

〇〇〇

学校登校
校内での教科学習
↓
はじまりの会
学校出発【徒歩・地下鉄】
白い恋人パーク着
工場見学
白い恋人パーク発【徒歩・地下鉄】
ガスト福住着

札幌市立〇〇小学校

 〇〇 - 〇〇 - 〇〇

（記入者氏名 〇〇　〇〇

清掃

　　　　　〇〇小学校宿泊施設・旅館・ホテル名

20:20
21:00

令和

（特別支援学校・学級）
エ．生活単元学習で実
施

※ア～エのいずれか当てはまるものに○印を記入すること。イ、ウの場合は、総合
的な学習の時間の指導計画を別添資料として計画書とともに提出すること。（完了
報告時は不要）

（１）宿泊を伴う集団生活を通して、基本的な生活習慣の確立
と、自主的･意欲的な生活態度を養う。
（２）家庭を離れて生活することを経験し、将来の自立生活へ
のステップとする。
（３）宿泊学習のための話し合いや準備の活動を通じて、自立
生活への自信を育て、助け合う心や責任感を身に付けさせ
る。
（４）日頃の学習の総合･発展の場とする。
（５）上記ねらいを積み重ねながら、５年生の滝野宿泊学習や
６年生の修学旅行へつなげていく。

6:00 起床
おはよう集会

6:20 朝食調理
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2 0 0 0 0

名 名 名 0 名

不参加者に対する措置 〈その他の内訳〉

％

性別 性別 性別

1 男 7 13

2 女 8 14

3 男 9 15

4 10 16

5 11 17

6 12 18

男 名 、 女 名 、 計 名 名

⇔

円 ～ 円
〈体験学習の内容と内訳〉���� 円

円 円

円 円

円

（安全に対する配慮事項等）

（個人情報の取扱い及び管理の方法等）

（その他）

（旅行斡旋業者名 )

340

こづかいの上限額

⇔上限額は、6400円です。

340

1,240

備考

添乗員費(E)

その他(F)

小　　計
(A+B+C+D+E+F) 2,540

生
徒
一
人
当
た
り

所
　
　
要
　
　
経
　
　
費

項　　　　目 金　額 内　　　　　　　訳

鉄道運賃

総合計 2,880

食費・弁当代(B)

保険料

小　　　計

宿泊料(A)

交
通
費

布団レンタル代:１，１００円　月見湯入浴料：１４０円

1

札幌市立〇〇小学校

体験学習費

白い恋人入場料

基本料金　　　　　　　円、座席指定　　　　　　円、特急　　　　　　　円

地下鉄（福住↔宮の沢）１７０円×２＝３４０円

1,000 １日目夕食：７００円、２日目朝食：３００円

300
〈その他の内訳〉

参加率（参加者数÷在籍数）

教頭 〇〇　〇〇

諸
　
経
　
費

見学料（Ｃ）

旅行企画料金(D)

氏名 職名

体験学習費
（最大値） 0

教諭 〇〇　〇〇

バス料金

フェリー等の料金

教諭 〇〇　〇〇

2

参加
状況

在籍数 参加者数 不参加者数

健康上 経済上 その他 計

対象学年

１・３・５ 男 4 女 1 計

100.0

引
率
者
氏
名

職名 職名 氏名氏名

5 男 4 女 1 計 5

教員以外の同行者

3 引率者一人当たりの生徒数 1.7
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（11）指導要録、出席簿、卒業証書台帳、指導要録抄本について 

① 指導要録等の作成と取扱い 

  ア 指導要録について 

   ・指導要録は、児童生徒の学籍並びに指導の過程及び、結果の要約を記録した表簿です。 

    ・保管期間は、以下の通りです。 

    様式１（学籍に関する記録）・・・保存期間 20 年 

    様式２（指導に関する記録）・・・保存期間５年 

 

   様式１【学籍に関する記録】は、通常の学級も特別支援学級も同じ様式となります。 

  様式２【指導に関する記録】は、特別支援学級に在籍する児童生徒については、以下の２つの

様式があり、必要がある場合には、特別支援学校小・中学部の指導要録に準じて作成すること

ができます。 

 

    特支１（一部、通常の学級で教科指導を受けているなど小中学校の各教科による場合）  

→「様式２－Ａ」 

 

特支２（知的障がい特別支援学校小中学部に準じている場合） 

   →「様式２－Ｂ」 

 

また、児童生徒の実態に応じて、様式 2-A と様式 2-B を併用することも可能です。 

なお、個別の指導計画に指導要録の指導の記録に関する記録と共通する記載事項がある場合

は、個別の指導計画の写しを指導要録の様式に添付することで、指導要録の記入に替えることも

できます。また、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」について、要点を箇条書きとするな

ど、その記載事項を必要最小限にとどめるようにします。 

    

       イ 校務支援システム上の操作の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇指導要録種別設定 

【メインメニュー】→【学級担任】→【児童(生徒)指導要録メニュー】→【指導要録種別設定】 

または、【メインメニュー】→【特別支援学級】→【指導要録種別設定】をクリックします。 

種別を決定した後、 

更新を押す 
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 ・評価、評定を入力します。 

  参照成績の評価、評定を引用する場合は、【参照成績を一括引用】ボタンをクリックします。 

※ 参照成績は学年末の評価、評定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像添付 

〇指導要録種別Ａの項目を入力する（例：小学校） 

【メインメニュー】→【学級担任】→【児童(生徒)指導要録メニュー】→【指導要録入力】 

または、【メインメニュー】→【特別支援学級】→【指導要録入力】をクリックします。 

ー 41 － 

 手入力で評価・評定を変更した場合は、一括更新に

より誤って更新してしまった場合に備え、変更理由を

入力しておくと安心です。 

－41－



  ・【特別活動】タブをクリックし、各項目の入力を行います。 

   また、【引用】ボタンをクリックすることで、対応する画面に入力された内容を引用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・全ての項目の入力、選択、引用をし、【更新】または【更新して次へ】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックします。 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
� 
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・各教科・活動状況・自立活動の記録と必要に応じて備考を入力し、【更新】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【様式２裏】タブをクリックし、各項目の入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇指導要録種別Ｂの項目を入力する（例：小学校） 

【メインメニュー】→【学級担任】→【児童(生徒)指導要録メニュー】→【指導要録入力】 

または、【メインメニュー】→【特別支援学級】→【指導要録入力】をクリックします。 

画面右上の活動状況等に児童（生徒）の委

員会情報等が表示されるので、必要に応じ

てコピー＆ペーストして使用できます。 
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・出力対象を選択し、指導要録を印刷する児童（生徒）の選択列にチェックを入れ、【印刷】ボタンをク

リックします。全児童（生徒）の選択列にチェックを入れる場合は、【全選択】ボタンをクリックし、

全てのチェックを外す場合は【全解除】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ウ 索引について 

 

 

 

    ・認可学級ごとに作成し、印刷後に学年を手書きで追記し、保管します。 

    ・学級名は、「知的障がい学級１組」、「自閉症・情緒障がい学級１組」等と表記します。 

    ・卒業生保存分１枚、在校生保存分１枚を年度末に印刷し保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出力イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

〇索引の印刷手順 

【メインメニュー】→【教務】→【児童(生徒)指導要録メニュー】→【指導要録索引印刷】をクリックします。 

知的障がい学級１組 

第 1学年 

第 1学年 

第２学年 

＜表示方法＞ 

・索引の学級名 

 「知的障がい学級１組」、「自閉症情緒

障がい学級 1組」等と表示されます。 

・索引印刷後に、備考欄に学年が表示さ

れます。 

 「第１学年」「第２学年」等 

〇指導要録の印刷 

【メインメニュー】→【特別支援学級】→【指導要録印刷】をクリックします。 
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様式１（学籍に関する記録）

小　学　校　児　童　指　導　要　録

学年区分

学　　級

整理番号

1

ふりがな

ふりがな 　　　　　　〇〇　〇〇

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

氏　名

生年月日

現住所

転学・退学等

児
　
　
　
童

 令和 〇年 4 月　1　日　 第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　 　 第   学年編入学

 令和　　年　　月　　日　 第   学年転入学

 前籍学校名
 所　在　地
 事　　　由

札幌市〇〇区〇〇10条５丁目２－２
転　入　学

入学・編入学等

児童の欄に同じ

 （令和　　年　　月　　日）
 　令和　　年　　月　　日

 転学先学校名
 所　在　地
 事　　　由

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度

31 2

保
　
護
　
者

校長氏名印

現住所

札幌市立〇〇小学校
札幌市〇〇区〇〇３条２丁目３－３０

氏　名

入学前の経歴

年　　度 令和　　　年度令和　　　年度 令和　　　年度

進　学　先 　〇〇市立　〇〇　中学校

区分 学年

学　校　名

及　　　び

所　在　地

（分校名・所在地等）

卒　　　業

学級担任者
氏　名　印

〇〇　〇〇

学級担任者
氏　名　印

校長氏名印

4 5 6

〇〇　〇〇

年　　度

区分 学年

　 令和　〇　年　〇　月　〇　日

　　平成　〇〇 　年　　〇　　月　　〇〇　日生

〇〇　〇〇

性
　
別

男

6

知的障がい学級1組

5

2 3 4 5

様式１（学籍に関する記録）

入学前の経歴

年　　度

　 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年度令和　〇　年度 令和　　　年度

卒　　　業

　進　学　先　・

　就　職　先　等
市立札幌〇〇高等支援学校

生徒の欄に同じ

氏　名

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

生
　
　
　
徒

転学・退学等

〇〇　〇〇ふりがな

氏　名

生年月日

現住所 札幌市〇〇区〇〇３条７丁目３－３

ふりがな

保
　
護
　
者

現住所

区分 学年

学　校　名

及　　　び

所　在　地

（分校名・所在地等）

 令和 〇 年　４月　１日 　第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　  　第   学年編入学

 令和　　年　　月　　日　 第   学年転入学

 前籍学校名
 所　在　地
 事　　　由

転　入　学

入学・編入学等

3

札幌市立〇〇中学校
札幌市〇〇区〇〇５条５丁目５－５

　　平成　〇〇　年　　〇　　月　〇〇　日生

〇〇　〇〇

性
　
別

1 2

 （令和　　年　　月　　日）
 　令和　　年　　月　　日

 転学先学校名
 所　在　地
 事　　　由

中　学　校　生　徒　指　導　要　録

学年区分

学　　級

整理番号

31 2

知的障がい学級１組

7

校長氏名印

〇〇　〇〇

学級担任者
氏　名　印

〇〇　〇〇
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（注）「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄には以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述する。

① 各教科や外国語活動、総合的な学習の時間の学習に関する所見

② 特別活動に関する事実及び所見

③ 行動に関する所見

④

⑤ 児童の成長の状況に関わる総合的な所見

5 6 項　　目

児　童　氏　名

〇〇　〇〇

行　　　動　　　の　　　記　　　録

項　　目 学　　年 1 2 3 4 2 3 4 5 6学　　年 1

〇

健康・体力の向上 〇

思いやり・協力

生命尊重・自然愛護

基本的な生活習慣

責任感 〇公正・公平

自主・自律 勤労・奉仕

自　　立　　活　　動　　の　　記　　録 入学時の障がいの状態

公共心・公徳心創意工夫

第
1
学
年

第
4
学
年

知的な遅れ　自閉症

第
2
学
年

第
5
学
年

第
3
学
年

第
2
学
年

第
5
学
年

第
3
学
年

第
6
学
年

・身の回りの整理整頓が常にできているなど基本的な生活習慣が
身に付いている。
・係活動や清掃活動では，自分の役割を自覚し誠実に取り組んで
いた。
・授業では，進んで新しい考えや方法を見付けて追究する姿が見
られた。

第
6
学
年

・相手に分かるようにゆっくり話すことを意識す
ることができるようになってきた。
・手先を使う細かな作業において、最後まで投げ
出さずに、粘り強く取り組めるようになってき
た。

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

第
1
学
年

第
4
学
年

忌引等の日数 ならない日数

1

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

区分
授業日数

出席停止・ 出席しなければ
欠席日数 出席日数 備　　　　　　考

学年

2

4

3

児童の特徴・特技、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査検査に関する記録など指導上参考
となる諸事項

6

5

様式２－Ａ（指導に関する記録）

3

〇〇　〇〇 札幌市立〇〇中学校
学　　級 自閉症・情緒学級１組

整理番号 7

生　徒　氏　名 学　　校　　名 区分 学年 1 2

観　　点 学　　年 1 2 3

各　教　科　の　学　習　の　記　録

教科 観　　点 学　　年 1 2 3 教科

知識・技能

思考・判断・表現 Ｂ 思考・判断・表現

知識・技能 Ｂ

評定 3

社
　
　
会

知識・技能 Ｂ 特　別　の　教　科　　道　徳

主体的に学習に取り組む態度 Ｂ 主体的に学習に取り組む態度

国
　
　
語

思考・判断・表現 Ｂ 学年 学習状況及び道徳性に係る成長の様子

評定

主体的に学習に取り組む態度 Ｂ
1

公園や駅など公共の場所では、周りに迷惑が掛からないように
マナーを守って行動することの大切さに気付き、校外学習のとき
には友達と互いに注意し合いながら活動することができた。評定 3

3

知識・技能 Ｂ
2

評定 2

理
　
　
科

知識・技能 Ｂ

数
　
　
学

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

思考・判断・表現 Ｂ 学年　学　習　活　動　 　観　　点　 評　　価

思考・判断・表現 Ｃ

主体的に学習に取り組む態度 Ｃ

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

評定 3

主体的に学習に取り組む態度 Ｂ

1

美
　
　
術

知識・技能

思考・判断・表現

評定

2

主体的に学習に取り組む態度

音
　
　
楽

知識・技能

評定

保
健
体
育

知識・技能

評定

3

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

特　別　活　動　の　記　録

主体的に学習に取り組む態度 内　　容 観　点 学　年 1

思考・判断・表現

2 3

Ｃ

生徒会活動

評定
学級活動

技
術
・
家
庭

知識・技能

学校行事
評定 2

思考・判断・表現 Ｃ

主体的に学習に取り組む態度 Ｂ

外
国
語

知識・技能
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様式２－Ｂ（指導に関する記録）

3

〇〇　〇〇 札幌市立〇〇中学校 
学　　級 知的障がい学級１組

整理番号 7

生　徒　氏　名 学　　校　　名 区分 学年 1 2

各　教　科　・　特　別　活　動　・　自　立　活　動　の　記　録

学年
1 2 3

教科等

国
　
　
語

自分の考えと友達の考えの違いに気付き、
自分の伝えたい事柄をメモ等を使って整理
しながら、進んで話合いに取り組んでい
た。

社
　
　
会

数
　
　
学

理
　
　
科

音
　
　
楽

美
　
　
術

保
健
体
育

職
業
・
家
庭

自
立
活
動

そ
の
他

特
別
活
動

様式２－Ｂ（指導に関する記録）

自
立
活
動

指先に集中して、ファス
ナーをつかみ、開閉する
ことができた。スプーン
を使い、こぼさずに食べ
物を口に運ぶことができ
る回数が増えてきた。

3 4 5 6

〇〇　〇〇 札幌市立〇〇小学校 
学　　級

児　童　氏　名 学　　校　　名 区分 学年 1 2

知的障がい学級１組

整理番号 5

各　教　科　・　特　別　活　動　・　自　立　活　動　の　記　録

学年
1 2 3 4 5 6

教科等

国
　
　
語

生
　
　
活

音
　
　
楽

算
　
　
数

身の周りにある物の形の
大きさに違いがあること
に気付き、物の大きさに
注目しながら、大きい、
小さいに分けるなど、関
心をもって取り組んでい
た。

体
　
　
育

遊具を使って、手足の使
い方を学び、教師と一緒
に体を動かす楽しさや心
地よさを表現し、体を動
かすことができた。

図
画
工
作

特
別
活
動

教師の言葉掛けで、係と
しての役割が分かり、連
絡袋の名前やマークを確
かめながら、教師と一緒
に友達へ手渡すことがで
きた。

そ
の
他
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（注）「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄には以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述する。

①

② 児童の成長の状況に関わる総合的な所見

第
3
学
年

第
6
学
年

・４月当初に比べると表情がとても明るくなり、休み時間などに
友達との会話を楽しむ様子が見られるようになってきた。それと
ともに、係活動や当番の仕事、交流学級での学習に積極的に取り
組むようになるなど、主体的な生活態度が育ってきている
・WISC-Ⅳ　FIQ 78 （〇〇教育センターにて実施）

第
2
学
年

行　　　動　　　の　　　記　　　録 入学時の障がいの状態

第
4
学
年

知的障がい　自閉症

第
5
学
年

第
3
学
年

児　童　氏　名

〇〇　〇〇

特　　別　　の　　教　　科　　　道　　徳

第
2
学
年

第
1
学
年

学　習　状　況　及　び　道　徳　性　に　係　る　成　長　の　様　子

第
6
学
年

公園や駅など公共の場所では、周りに迷惑が掛からないようにマ
ナーを守って行動することの大切さに気付き、校外学習のときに
は友達と互いに注意し合いながら活動することができた。

第
3
学
年

第
1
学
年

第
4
学
年

第
5
学
年

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

第
2
学
年

第
5
学
年

第
1
学
年

第
4
学
年

第
6
学
年

・予定の切り替え等があった際に、気持ちを切り
替えられない時もあったが、どの課題にも一生懸
命に取り組む姿がみられた。

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

区分
授業日数

出席停止・ 出席しなければ
欠席日数 出席日数 備　　　　　　考

学年 忌引等の日数 ならない日数

2

1

4

3

児童の特徴・特技、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査検査に関する記録など指導上参考
となる諸事項

6

5

（注）「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄には以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述する。

① 進路指導に関する事項

②

③ 生徒の成長の状況に関わる総合的な所見

第
1
学
年

命の大切さについて考える授業では、母の気持ちから命はかけがえのないものということに気付くとともに、友達の考えを聞いて「命
のつながり」について考えを広げることができた。

生　徒　氏　名

〇〇　〇〇

特　　別　　の　　教　　科　　　道　　徳

学　習　状　況　及　び　道　徳　性　に　係　る　成　長　の　様　子

第
2
学
年
第
3
学
年

総　合　的　な　学　習　の　時　間　の　記　録 入学時の障がいの状態

学年 学　習　活　動 観　　点 評　　価 自閉スペクトラム症

1

いろいろな職業を知ろう ・職業についての情報を
収集する。
・働くことに関する知識
や技能を身に付ける。

・将来、パン屋さんになりたいという夢をもってお
り、調理学習に意欲的に参加していた。
・インターネットなどを利用し、自分の作りたいパ
ンを調べ、そのレシピを使ってパンを作ることがで
きた。

2

3

第
3
学
年

行　　　動　　　の　　　記　　　録

第
1
学
年

見通しをもって生活できるようになり、学校生活全般にわたって、落ち着きが見られるようになってきた。

第
2
学
年
第
3
学
年

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

第
1
学
年

自分の行動に自信がもてなかったが、学級の係活動を通して自分の役割を意識し、友達にも認められるようになり、徐々に自信をもって
学校生活を送ることができるようになってきた。友達にも自分からかかわるようになり、積極的な面も見られるようになってきた。

第
2
学
年

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

区分
授業日数

出席停止・ 出席しなければ
欠席日数 出席日数 備　　　　　　考

学年 忌引等の日数 ならない日数

2

1

生徒の特徴・特技、部活動、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査検査に関する記録など指
導上参考となる諸事項

3



② 出席簿 

ア 作成と保存の義務 

出席簿は、在学する児童生徒の出席状況について記入するための表簿として定められてお

り、保存期間は５年間と定められています。 

 

    イ 出席簿の印刷方法 

      【休業日設定】、【学級閉鎖設定】、【健康観察記録入力】で入力された情報をもとに、出力

された PDF を印刷します。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指
定
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〇出席簿の印刷手順 

 【校務情報】→【特別支援学級】→【出席簿印刷】をクリックします。 
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＜特別支援学級 出席簿出力例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の日々の状況が反映されます。 

知的障がい学級１組、自閉症・情緒障が

い学級１組等と印刷されます。 
認可上の主たる担任１名が表示されます。

（副担任の記載の必要はありません） 
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  ③ 卒業証書台帳 

・卒業証書台帳については、出席簿と同様に、認可されている障がい種別ごとの作成となりま

す。 

・担任氏名欄は、認可上の担任氏名が出力され、複数担任の場合は、連記されます。 

・卒業証書台帳の組名については、指導要録同様の認可学級名（知的障がい学級○組、自閉症・

情緒障がい学級○組）が記載されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 指導要録抄本 

    ・通常の学級と同様の書式で作成します。 

・個別の教育支援計画や個別の指導計画と合わせて、進学する学校に提出する等の引継を行い

ます。 

※個別の教育支援計画や個別の指導計画の内容を引継ぐ際には、保護者の承諾を得る必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇印刷手順 

＜学級担任メニューから開く場

合＞【メインメニュー】→【学

級担任】→【児童(生徒)指導要

録メニュー】→【指導要録抄本

印刷】をクリックします。 

 

＜教務メニューから開く場合＞ 

【メインメニュー】→【教務】 

→【児童(生徒)指導要録メニュ

ー】→【指導要録抄本印刷】を

クリックします。 

〇卒業証書台帳の印刷手順 

 【メインメニュー】→【教務】→【年度処理メニュー】→【卒業証書番号設定・台帳印刷】

をクリックします。 
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２ 通級指導教室における教育 

（１） 通級による指導 

「通級による指導」とは、通常の学級に在籍している障がいのある児童生徒に対して、主として各

教科等の指導を通常の学級で行いながら、障がいの状態等に応じて特別な指導（自立活動の指導等）

を特別の指導の場（通級指導教室）で行う教育形態です。通級による指導を受ける児童生徒につい

ては、特別の教育課程を編成する必要があり、学校教育法施行規則第 140条において、通級による

指導を行う場合には特別な教育課程を編成できることが定められています。 

また、学校教育法施行規則第 141 条には、児童生徒が在籍する学校以外の学校において通級によ

る指導を受ける場合（いわゆる他校通級）、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、他の学校で受け

た授業を、当該在籍する学校の特別の教育課程に係る授業とみなすことができると規定されていま

す。 

※ 以下、通級による指導を行う特別の指導の場を「通級指導教室」、通級による指導を行う学校

を「通級指導校」、地域で児童生徒が在籍している学校を「在学校」とします。 

 

（２） 教育課程上の取扱い 

通級による指導に係る特別の教育課程を編成するに当たっては、教育課程に加えるか、又はその

一部に替えることができます。 

 

 

〇教育課程に加える場合   ～放課後等の授業のない時間帯に通級による指導の時間を 

設定し、指導を実施する 

〇教育課程の一部に替える場合～他の児童生徒が他の授業を受けている時間に通級による 

指導の時間を設定し、指導を実施する。 

 

 

  通級による指導を受ける児童生徒の総授業時数については、各学年の総授業時数に準ずるなどし

て、当該児童生徒の週当たりの授業時数が、その障がいの状態を十分配慮して負担加重とならない

よう配慮することが必要です。 

 

 

【小・中学校】 

札幌市では、在学校と通級指導校とが指導内容を十分打合せた上で、在学校が「通級指導に係る特

別の教育課程編成届」を、通級による指導を開始するとき、及び通級による指導を実施する年度当初

に札幌市教育委員会に提出します。 

なお、５月１日までに提出された教育課程編成届の対象となる児童生徒が、「通級による指導」に係

る基礎定数の算定対象となる児童生徒となります。 

札幌市教育委員会は、提出された教育課程編成届を適切に管理・保存します。 

（「通級指導に係る特別の教育課程編成届」が提出されてから７年保存とします。） 
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【高等学校】 

高等学校においては、高等学校学習指導要領に規定する必履修教科・科目、総合的な学習の時間

及び特別活動（以下、「必履修教科・科目）という。）に替えることはできない旨が規定されていま

す。高校生として共通して必要な知識・技能と教養を身に付けさせるために設けられた必履修教科・

科目についても代替可能とした場合には、高等学校教育の目的を達成するために必要な共通の内容

を削減することとなり、高等学校の教育課程の共通性に著しい支障を生じさせることから、これら

の科目等については代替できません（平成５年文部科学省告示第７号の一部改正）。 

高等学校における通級による指導の単位認定の在り方については、生徒が高等学校の定める「個

別の指導計画」に従って通級による指導を履修し、その成果が個別に設定された目標からみて満足

できると認められる場合には、当該高等学校の単位を修得したことを認定しなければなりません。 

また、生徒が通級による指導を２以上の年次にわたって履修したときは、年次ごとに当該特別の

指導について履修した単位を修得したことを認定とすることを原則としますが、年度途中から開始

される場合など、特定の年度における授業時数が、１単位として計算する標準の単位時間（35 単位

時間）に満たなくとも、次年度以降に通級による指導の時間を設定し、２以上の年次にわたる授業

時数を合算して単位の認定を行うことも可能です。また、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行

うことも可能です（平成 28 年 12 月９日通知）。 

 

（３） 指導内容 

通級による指導は、特別支援学校の学習指導要領に規定する「自立活動」の目標や内容、個別の

教育支援計画を参考にするなどして、個々の児童生徒の特性や障がいの状態等に応じて、個別の指

導計画を作成し、目標や内容を定めて指導を行います。 

特に必要がある時には、児童生徒の特性や障がいの状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら

行うことができますが、あくまで障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するこ

とを目的として行われることが必要であり、単なる各教科の遅れを補充するための指導とはならな

いことに留意する必要があります。 

 

（４） 指導時間 

 【小・中学校】 

年間 35 単位時間から 280 単位時間以内の範囲で行うことが標準とされています。 

ただし、学習障がい及び注意欠陥多動性障がいのある児童生徒については、年間 10 単位時間（月

１単位時間程度）が下限となります。 

 

 【高等学校】 

  年間７単位を超えない範囲で、在学する高等学校等が定めた全課程の修了を認めるのに必要な単

位数のうちに加えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市では、「通級による指導」を実施している市立札幌大通高等学校において、

「前期 自立活動」「後期 自立活動」の講座を開講している。 

（基本は２年次から受講開始） 
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（５） 通級による指導の実施形態・指導方法 

① 自校通級 

    児童生徒が在籍する学校において指導を受けることを「自校通級」と言います。 

自校通級は、通級する児童生徒の通学の負担がないことや、通級による指導を担当する教員と

児童生徒が在籍する学級担任等との連絡や情報交換等がしやすいなどのメリットがあります。 

一方で、児童生徒によっては校内の通級指導教室に通うことに抵抗を生じる場合もあり、その

場合、指導の時間帯等について工夫する必要があります。 

また、他校通級に比べ、保護者と接する機会は少なくなるため、日頃から保護者との連携を密

にして、児童生徒の適切な支援の方法などについて共通理解を図っていくことが必要です。 

 

② 他校通級 

     児童生徒が他校にある通級指導教室に通い指導を受けることを「他校通級」と言います。 

他校通級の場合は、次のことに留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

③ 巡回による通級指導 

    通級による指導を担当する教員が、該当する児童生徒のいる公共施設や学校等に定期的に赴い

て指導を行うことを「巡回による通級指導」と言います。 

巡回による通級指導は、担当する教員が通級指導校と他施設を移動する必要があるため、担当

できる児童生徒が自校通級や他校通級に比べて少なくなる可能性があります。   

札幌市においては、通級児童生徒の遠距離の通級に係る負担を軽減することを目的に、一部で

巡回による通級指導を実施しています。 

なお、この場合、教員の服務上の取扱いは、公務出張となります。 

 

④ 個別指導とグループ指導 

     通級による指導は障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的と

した特別の指導が中心となりますが、必要があるときには、児童生徒の特性や障がいの状態に応

じて各教科の内容を取り扱いながら指導を行うことができます。 

    このため指導方法は、主に一対一の個別指導となりますが、児童生徒の状態や指導の目標に応

じて少人数のグループ指導を行うことが適当です。 

    例えば、注意欠陥多動性障がい（ADHD）や自閉症スペクトラム（ASD）のある児童生徒であれば、

ソーシャルスキルやコミュニケーション能力、対人関係等に課題がある場合があり、そのような

場合は個別指導とグループ指導を適時組み合わせて指導することが効果的であると考えられま

す。 

 

・小学生については、保護者又は保護者に準ずる人の送迎が必要である。 

・中学生については生徒のみの通級を認めるが、行き帰りの安全について十分に指導す

る。 

・児童生徒の交通費は、特別支援教育就学奨励費の対象となる。 

・通級指導教室へ行き帰りする時間も含めて、在籍する学校では、出席扱いとなるが、

「通級による指導」の授業時間として計上することができるのは、あくまで実際に指

導を受けている時間に限る。 

・自校通級に比べ、在学校の学級担任等との連絡や情報交換等がしにくいので、通級指

導校における参観機会の設定や在学校における授業参観・懇談等の実施など、相互の

連携に努める。 
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（６） 通級指導教室の指導内容 

  札幌市では現在、言語障がい（ことばの教室）・難聴（きこえの教室）・弱視（ひとみの教室）・ 

発達障がい（まなびの教室）の通級指導教室を設置しています。 

   

 

言語障がいとは、話し手と聞き手の注意が、話の内容よりも話しことば自体に向けられてしまい、 

その結果、話し手と聞き手のコミュニケーションに何らかの支障をきたしている状態です。 

ことばの教室に通う児童生徒は、自分なりに話をしているのに通じないことがあったり、伝わり 

にくさから何度も言い直しをさせられたり、人前で話す時に緊張したりするなど、コミュニケーシ 

ョンがうまく取れず、つまずいてしまうことがあります。 

 

 

 

 

 

○児童生徒の実態を把握し、ことばが育つ土台となるコミュニケーションへの意欲を育てながら、

一人一人のことばの状態に合わせた指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 難聴とは、聴覚器官の疾患による、聞こえにくい状態です。 

 きこえの教室に通う児童生徒は、聞こえにくいために、理解したことは不確かな部分が残り、人と

のかかわりの中で不安であったり、意欲や自信がもてなかったりします。 

 

 

 

 

 

○個別指導の中で、通級している児童生徒の実態に即した適切な指導・支援を進めます。 

 

 

 

 

 

 

ことばの教室（言語障がい通級指導教室） 

ことばが育つための土台づくり 

・人と一緒にいるときの安心感 

・人とかかわることのよさや楽しさ 

・話したい気持ち、よく聞こうとする態度 

・家庭と協力したよりよい言語環境の整備  等 

一人一人のことばの状態に応じた指導例 

・音の聞き分け練習 

・要求、説明、応答などの会話の経験 

・ことばを使う活動（ことば遊び、ごっこ遊びなど） 

・描画や工作などの表現活動  等 

きこえの教室（難聴通級指導教室） 

コミュニケーションの基礎 

・「人とかかわることは楽しい」と思える体験 

・「話を分かってくれた」「話が分かった」という思い

の積み重ね 

・「伝えたい」「聞きたい」という意欲や自信 

一人一人の状態に応じて 

・個に応じた言語力の育成、聴覚学習、発声指導等 

・補聴器の装用指導、聴覚管理のための聴力検査 

・自分を肯定的にとらえ、自分らしく生きることが

できるような相談・支援の充実 

構音障がい（発音の不明瞭）…特定の音を誤って発音し、それがある程度習慣化されている状態。 

言語発達の遅れ…ことばの理解力及び表現力が、年齢相応の段階に達していない状態。 

吃音…話すときに、同じ音を繰り返したり、引き伸ばしたり、つまって出てこなかったりする。 

○大きい音でも一部しか聞こえなかったり、歪んで聞こえたりするため、音を感じることができても、

音声だけでは会話の一部しか理解できないことがあります。 

○補聴器や人工内耳を使用しても、音声だけで会話をすべて理解することが難しいことがあります。 
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弱視とは、視神経や網膜をはじめとする視覚器官や脳の器官の一部に疾患や損傷があるために起こ

る見えづらい状態です。 

 ひとみの教室に通う児童生徒は、遠用の拡大鏡（単眼鏡）等を使用しても、通常の文字や図形等の

視覚による認識に困難があります。 

 

 

 

 

 

黒板の文字が見えづらかったり、教科書の文字が見えづらかったり、友達の顔が見分けられなかっ

たりするなど、物を認識する力が身につきにくい状況にあるため、児童生徒の実態に即した適切な指

導・支援を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達障がいは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性

障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低学年において発現するものとして

政令で定めるもの」（発達障害者支援法第二条）です。 

 まなびの教室に通う児童生徒は、計算はできるが文章問題が苦手であったり、文字の読み書きが苦

手であったり、思いついたことをよく考えずに行動してしまったり、場の雰囲気や相手の気持ちを考

えて行動することが苦手であったりするなどの困りがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常の学級での配慮や指導の工夫だけでは、その困りの改善や克服が困難な児童生徒に対して特別

な指導を行います。 

 

 

 

ひとみの教室（弱視通級指導教室） 

○子どもが見えづらさに自ら対応していくための手段を教え、活用できる指導 

・遠用の弱視レンズ（単眼鏡）…板書の文字への対応 

・近用の弱視レンズ（ルーペ）…小さな文字への対応 

・弱視用の定規、分度器を使って長さを図ったり、作図したりできるようにする       等 

○見えづらいために苦手になりがちな学習内容等を取りだして個別に指導を行う学習支援 

例えば… 漢字 地図 はさみ カッター 彫刻等 調理 手縫い ミシン ボール運動   等 

○眼鏡やコンタクトレンズでの矯正が不可能であったり、矯正できても十分な視力が得られなかった

りする場合が多く見られます。 

○視力の低さだけではなく、視野が狭かったり、眼球が意に反して揺れたりするなど、他の視機能問

題が複合していることが多く、見え方は一人一人で異なります。 

 

まなびの教室（発達障がい通級指導教室） 

発達障がい通級指導教室は、小学校入学後すぐの指導は行っていません。通級による指導の要望がある場合に 
は、おおむね１学期間の適応状況を確認し、札幌市学びの支援委員会で就学相談を実施の上、指導開始として 
います。 

○学習障がいとは、知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論するの

うち、特定のものの習得に著しい困難を示す状態です。 

○ＡＤＨＤとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、又は、衝動性、多動性を特徴とする行動障

害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす状態です。 

○自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい 

自閉症とは、３歳までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味

や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がいであり、中枢神経に何らかの要因

による機能不全があると推定されています。 
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（７） 通級指導教室の業務 

 ① 教育相談機能 

   通級児童生徒に対する指導の他に、専門性を生かした地域の相談窓口としての機能があります。 

   ・見え方や聞こえ方の状況、言葉や心身の発達の状況などに心配のある保護者に対する相談を 

行います。 

・関係機関などの情報の提供と連携を行います。 

   ・保護者との定期的な教育相談を行います。 

  

 ② 自校職員との連携 

・自校の学級担任が児童生徒に対しての理解と認識を深めるために、通級指導教室担当教諭は

定期的に当該児童生徒の情報提供や助言を行います。 

     ・自校の職員との共通理解を図るために、必要に応じたケース検討会議等の開催に心がけるよ 

うにします。 

 

  ③ 通級による指導の記録 

他校通級の児童生徒を受け入れる学校にあっては、当該児童生徒を自校の児童生徒と同様に責

任をもって指導するとともに、通級による指導の記録を作成し、当該児童生徒の氏名、在学してい

る学校名、通級による指導を実施した授業時数及び指導期間、指導内容等を記載し、適正に管理し

ます。また、当該児童生徒が在学する学校に対して、当該記録の写しを通知することになっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 必要書類の作成、送付 

・年度当初に「通級指導教室運営に関する届」（B 表２－２）及び別表１（週間日課表）を教育

委員会に提出します。 

・教育委員会から新たに通級する児童生徒名の通知を受けた後、「通級指導に係る指導内容等に

ついて」を在学校へ送付します。 

・通級指導の対象となる児童生徒の「通級による指導の記録について（報告）」を作成し、在学

校へ記録の写しを年度末までに送付します。 

 

（８） 在学校の業務 

 ① 必要書類の作成、送付 

・通級指導開始時には、「通級指導児童生徒の通知（開始願）」を教育委員会に提出します。 

「通級指導に係る指導内容等について」を受理した後、「通級指導に係る特別の教育課程編成

届」を教育委員会へ４月末日まで（年度途中は随時）に送付します。 

   →通級による指導を次年度以降も継続する児童生徒については、「通級指導に係る特別の

教育課程編成届」を教育委員会へ４月末日までに毎年度提出します。 

札幌市では、各通級指導教室において通級児童生徒の授業時数や指導内容等を記載し、適正

に管理するため「通級簿」や「個別の指導計画」などを作成・保管する。 

また、通級指導校は在学校に対して、「通級簿」や「個別の指導計画」などを基に、（通級）様

式５「通級による指導の記録について（報告）」を作成して、年度末までに送付する。 

なお、「通級簿」や「個別の指導計画」、「通級による指導の記録について（報告）」、「通級指導

に係る指導内容等について」は、「通級指導に係る特別の教育課程編成届」の保存期間に準じて、

７年保存とする。 
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   ・通級指導終了時（卒業時を含む）には、「通級指導児童生徒の通知（終了願）」を教育委員会に

提出します。 

② 個別の教育支援計画の作成 

   「通級による指導」が行われている児童生徒については、在学校が中心となって個別の教育支援 

計画（基本様式：サポートファイルさっぽろ）を作成・運用します。作成に当たっては、当該児童 

生徒又は保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と当該児童生徒の支援に関する必要な情報の共 

有を図ります（学校教育法施行規則第 141条の２）。 

 

 ③ 指導要録の記入 

   指導要録には、様式２（指導に関する記録）の「指導上参考となる諸事項」の欄に通級による指 

導を受ける学校名、週当たりの通級による指導時数及び指導期間を記載します。 

   また、通級指導校からの通知に基づき、通級による指導内容や指導の成果に関しては必要に応 

じて指導要録の様式２（指導に関する記録）の同欄に記載します。 

 

（９） 通級指導開始までの経路図（在学児童生徒の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※通級による指導を希望する場合は、札幌市教育センターでの教育相談及び就学相談の申込が必要です。 

※学校における就学相談（P６参照）を実施した場合は、札幌市学びの支援委員会における意見交換等（上図⑥） 

は行わず、学校意見等を踏まえ、就学相談の結果を通知します。 

 

（10） 通級による指導に係る諸届 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇通級指導に係る指導内容等について 

          →（在学校へ） 

〇通級による指導の記録について（報告） 

          →（在学校へ） 

〇通級指導教室運営に関する届 

 （Ｂ表２－２及び別表１） 

          →（教育委員会へ） 

〇通級児童生徒の通知（開始願） 

→（教育委員会へ） 

〇通級指導に係る特別の教育課程編成届 

※毎年度 4 月末日まで提出→（教育委員会へ） 

〇通級児童生徒の通知（終了願） 

         →（教育委員会へ） 

 通級指導校 在学校 

教育委員会 

〇通級指導児童生徒の通知（開始願）の提出について→（在学校へ） 

〇通級児童に関わる児童生徒名及び在学校について →（通級指導校へ） 

⑥意見聴取 
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（12） 各種様式  

 （Ｂ表２－２及び別表１）  
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【
Ｂ
表
－
２
の
２
】

チ
ェ

ッ
ク

用

（
)
通
級
指
導
教
室
運
営
に
関
す
る
届

年
月

日

学
校
名

電
話
番
号

校
長
名

１
　
教
室
の
教
育
目
標

２
　
本
年
度
の
重
点

３
　
指
導
内
容

４
　
指
導
の
形
態
・
方
法
・
時
数
等

単
位
時
間

５
　
教
育
課
程
編
成
上
の
留
意
事
項
等

学
校
名
（
チ
ェ
ッ
ク
用
）

1
2
3
-
4
5
6
7
(チ
ェ
ッ
ク
用
）

令
和
　
太
郎
（
チ
ェ
ッ
ク
用
）

令
和

担
当
教
員
一
人
当
た
り
の
平
均
週
指
導
時
数
　

学
校
番
号

令
和

4
年
度

【
B

表
－

２
の

２
】
（
別

表
１

）
通

級
週

間
日

課
表

チ
ェ

ッ
ク

用

年
月

日

学
校

名

電
話

番
号

校
長

名 分

8
：

0
0

9
：

0
0

1
0

：
0
0

1
1

：
0
0

1
2

：
0
0

1
3

：
0
0

1
4

：
0
0

1
5

：
0
0

1
6

：
0
0

1
7

：
0
0

(1
) 

基
本

と
な

る
週

間
日

課
表

を
記

入
す

る
。

(2
) 
授

業
の

コ
マ

は
、

月
曜

日
の

１
校

時
か

ら
金

曜
日

の
最

終
校

時
ま

で
、

通
し

番
号

を
入

れ
る

。

(3
) 
週

間
日

課
表

に
つ

い
て

、
補

足
説

明
が

必
要

な
場

合
に

は
、

下
の

欄
に

箇
条

書
き

で
記

入
す

る
。

金

※
行

の
幅

や
行

数
を

変
更

す
る

な
ど

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

1
2
3
-
4
5
6
7
(チ

ェ
ッ

ク
用

）

令
和

　
太

郎
（
チ

ェ
ッ

ク
用

）

基
本

的
な

１
単

位
時

間

　
　

　
　

　
曜

日

時
間

分
月

火
水

木

学
校

名
（
チ

ェ
ッ

ク
用

）

学
校

番
号

令
和



通級児童生徒の通知（開始願・終了願） 
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（
通
級
）
様
式
１

学
校
番
号

令
和

年
月

日

学
校
名

校
長
名

　
　
　
　

区

【
在
学
校
→
学
び
の
支
援
担
当
課
学
び
の
支
援
係
】

住
　
　
　
　
　
所

通
級
指
導
教
室
種
別

　
１
　
言
語
障
が
い
　
　
２
　
難
　
聴
　
　
３
　
弱
　
視
　
　
４
　
発
達
障
が
い

保
 
護
 
者
 
氏
 
名

通
級
指
導
児
童
生
徒
の
通
知
（
開
始
願
）

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

児
 
童
 
生
 
徒
 
氏
 
名

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ

学
年

学
年
 

児
童
生
徒
の
生
年
月
日

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ

（
通
級
）
様
式
２

学
校

番
号

令
和

年
月

日

学
校

名

校
長

名

通
級
指
導
教
室
種
別

　
１
　

言
語

障
が

い
　

　
２

　
難

　
聴

　
　

３
　

弱
　

視
　

　
４

　
発

達
障

が
い

【
在

学
校

→
学

び
の

支
援

担
当

課
学

び
の

支
援

係
】

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ

保
 
護
 
者
 
氏
 
名

住
　
　
　
　
　
所

　
　
　
　

区

児
 
童
 
生
 
徒
 
氏
 
名

児
童
生
徒
の
生
年
月
日

学
年

学
年

 

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ通
級

指
導

児
童

生
徒

の
通

知
（

終
了

願
）



通知の様式例（教育課程の編成について、指導内容等について、指導の記録について） 
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（
通
級
）
様
式
３
　
【
記
載
例
】

令
和
○
○
年

○
月

○
日

様

令
和
○
年
度
　
通
級
指
導
に
係
る
特
別
の
教
育
課
程
編
成
届

札
幌
市
立
○
○
小
学
校

○
　
○
　
○
　
○

児
童
生
徒
氏
名

　
　
フ
　
　
　
リ
　
　
　
ガ
　
　
　
ナ

○
○
年
○
○
月
○
○
日

令
和

○
年

4
月

6
日

令
和

○
年

3
月
2
5
日

札
幌
市
立

○
○
小
学
校

（
自
立
活
動
）

原
則
と
し
て

週
・
月

1
単
位
時
間

個
別

○
○

○
○

週
・
月

1
単
位
時
間

○ ○
○ ○

○ ○
○ ○

※
巡
回
指
導
は
指
導
場
所
も
記
載
す
る

札
幌
市
教
育
委
員
会

　
　
学
校
教
育
部
長

学
校
名

校
長
名

学
年

生
年
月
日

平
成

指
導
期
間

予
定
指
導
時
数

令
和
○
年
度
　
指
導
内
容

指
導
目
標

通
級
指
導
教
室
種
別

通
級
指
導
校

　
１
　
言
語
障
が
い
　
２
　
難
聴
　
３
　
弱
視
　
４
　
発
達
障
が
い

指
導
開
始
日

　
週
　
１
単
位
時
間
（
年
間
４
５
単
位
時
間
）

終
了
予
定

　
月

○
　
○
　
○
　
○

○
　
年

指
導
内
容

実
施
形
態

指
導
方
法

指
導
時
間・
自
分
の
思
い
や
意
見
を
言
葉
で
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
読
む
こ
と
や
書
く
こ
と
の
苦
手
意
識
を
軽
減
す
る
。

・
出
来
事
な
ど
に
つ
い
て
話
す
場
面
や
、
ど
ん
な
活
動
を
し
た
い
か
を
確
認
す
る
場

　
面
を
設
定
し
て
、
表
出
で
き
る
よ
う
促
す
。

・
本
人
の
思
い
を
指
導
者
が
言
語
化
し
て
伝
え
る
。

・
小
集
団
で
の
指
導
を
組
合
せ
て
行
い
、
対
人
関
係
の
形
成
を
図
る
。

・
好
き
な
絵
本
や
漫
画
な
ど
使
用
し
て
、
読
み
書
き
の
抵
抗
感
を
減
ら
し
て
い
け
る

　
よ
う
に
す
る
。

指
導
者
名

自
校
・
他
校
・
巡
回

個
別
・
グ
ル
ー
プ

自
校
通
級

自
校
通
級

グ
ル
ー
プ

提
出
先
）
在
学
校
→
教
育
委
員
会
学
び
の
支
援
担
当
課
特
別
支
援
教
育
担
当

（
通
級
）
様
式
４
　
【
記
載
例
】

令
和
○
○
年

○
月

○
日

令
和
○
年
度
　
通
級
指
導
に
係
る
指
導
内
容
等
に
つ
い
て

札
幌
市
立
○
○
中
学
校

○
　
○
　
○
　
○

児
童
生
徒
氏
名

　
　
フ
　
　
　
リ
　
　
　
ガ
　
　
　
ナ

○
○
年
○
○
月
○
○
日

令
和

○
年

4
月
1
5
日

令
和

○
年

3
月
1
0
日

札
幌
市
立

○
○
中
学
校

（
自
立
活
動
）

原
則
と
し
て

週
・
月

3
単
位
時
間

個
別

○
○

○
○

週
・
月

1
単
位
時
間

個
別

○
○

○
○

※
巡
回
指
導
は
指
導
場
所
も
記
載
す
る

提
出
先
）
通
級
指
導
校
→
在
学
校

・
自
分
の
き
こ
え
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
困
り
に
応
じ
た
対
応
が
で
き
る
。

・
自
己
肯
定
感
を
育
て
、
安
心
し
て
自
己
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
日
常
生
活
の
様
子
を
話
し
合
い
、
本
人
の
き
こ
え
に
つ
い
て
の
困
難
さ
を
共
感
的

　
に
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
対
応
方
法
に
つ
い
て
共
に
考
え
る
。

・
話
し
合
い
の
中
で
本
人
の
言
動
を
共
感
的
に
受
け
止
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
安
心

　
し
て
自
己
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
い
く
つ
か
の
不
明
瞭
な
音
に
つ
い
て
発
音
指
導
を
行
う
。

他
校
通
級

巡
回
指
導
（
　
　
中
学
校
）

指
導
時
間

実
施
形
態

指
導
方
法

指
導
者
名

自
校
・
他
校
・
巡
回

個
別
・
グ
ル
ー
プ

指
導
内
容

通
級
指
導
教
室
種
別

通
級
指
導
校

　
１
　
言
語
障
が
い
　
２
　
難
聴
　
３
　
弱
視
　
４
　
発
達
障
が
い

令
和
○
年
度
　
指
導
内
容

指
導
目
標

○
　
○
　
○
　
○

○
　
年
平
成

指
導
期
間

予
定
指
導
時
数

指
導
開
始
日

　
週
　
１
単
位
時
間
（
年
間
３
５
単
位
時
間
）

終
了
予
定

　
月

○
○
○
中
学
校
長
　
様

学
校
名

校
長
名

学
年

生
年
月
日
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（
通

級
）

様
式

６

札
幌

市
教

育
委

員
会

　
学

校
教

育
部

長
　

様

令
和

年
月

日

通
級

指
導

継
続

願

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

小
学

校
　

（
　

　
年

　
　

組
）

※
在

籍
す

る
小

学
校

を
通

じ
て

、
３

月
中

旬
ま

で
に

教
育

委
員

会
学

び
の

支
援

担
当

課
あ

て
ご

提
出

く
だ

　
さ

い
。

ま
た

、
進

学
予

定
中

学
校

が
転

居
な

ど
に

よ
り

変
更

さ
れ

る
場

合
に

は
、

早
め

に
、

担
当

ま
で

　
ご

連
絡

く
だ

さ
る

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

担
当

：
札

幌
市

教
育

委
員

会
学

び
の

支
援

担
当

課

　
　

　
〒

　
0
6
0
-
0
0
0
2

　
　

　
　

札
幌

市
中

央
区

北
２

条
西

２
丁

目
　

Ｓ
Ｔ

Ｖ
北

２
条

ビ
ル

３
階

　
℡

　
2
1
1
-
3
8
5
1

　
中

学
校

進
学

後
に

つ
い

て
も

、
通

級
に

よ
る

指
導

（
言

語
・

難
聴

・
弱

視
・

発
達

）
の

継
続

を
希

望
し

ま
す

。

　
な

お
、

通
級

指
導

の
継

続
に

係
る

こ
と

に
つ

い
て

、
進

学
予

定
先

中
学

校
及

び
、

通
級

予
定

中
学

校
通

級
指

導
教

室
へ

の
連

絡
を

行
う

こ
と

を
了

承
し

ま
す

。

現
　

　
住

　
　

所
　
　
　
　

区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

電
話

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

フ
 
リ

 
ガ

 
ナ

児
 
 
童

 
 
名

　 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生
）

保
 
護

 
者

 
名

　

進
学

予
定

校
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

中
学

校

在
 
籍

 
校

 
名

（
通

級
）

様
式

５
　
【
記
載
例
】

令
和

○
○

年
○

月
○

日

令
和
○
年
度
　
通
級
に
よ
る
指
導
の
記
録
に
つ
い
て
（
報
告
）

札
幌

市
立

○
○

小
学

校

○
　

○
　

○
　

○

児
童

生
徒

氏
名

　
　
フ
　
　
　
リ
　
　
　
ガ
　
　
　
ナ

○
○

年
○

○
月

○
○

日

令
和

○
年

4
月

2
0

日

令
和

○
年

3
月

1
5

日

札
幌

市
立

○
○

小
学

校

提
出
先
）
通
級
指
導
校
→
在
学
校

令
和

○
年

度
　

指
導

内
容

　
　

　
 
 
学

校
長

　
様

学
校

名

校
長

名

学
年

生
年

月
日

指
導

内
容

及
び

指
導

の
成

果

○
　

○
　

○
　

○
○

　
年

平
成

指
導

期
間

実
施

指
導

時
数

指
導

開
始

日
　

年
間

　
７

０
単

位
時

間
を

実
施

指
導

終
了

日

○
サ

行
音

の
誤

り
音

と
正

音
を

聞
い

て
区

別
で

き
る

よ
う

、
聞

き
分

け
練

習
を

　
行

う
と

と
も

に
、

子
音

を
誘

導
し

て
サ

行
音

の
獲

得
を

目
指

す
。

○
安

心
し

て
活

動
で

き
る

場
の

設
定

を
行

い
、

内
面

の
成

長
を

促
す

。

　
・

サ
行

の
正

音
を

出
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

り
、

自
由

会
話

の
中

で
も

　
　

定
着

が
図

ら
れ

て
き

て
い

る
。

　
・

構
音

の
改

善
と

と
も

に
、

自
発

的
な

会
話

や
活

動
場

面
が

多
く

み
ら

れ
る

　
　

よ
う

に
な

っ
て

き
た

。

通
級

指
導

教
室

種
別

通
級

指
導

校

　
１

　
言

語
障

が
い

　
２

　
難

聴
　

３
　

弱
視

　
４

　
発

達
障

が
い



 
 

（13）通級指導実施要綱 
 

通 級 指 導 実 施 要 綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 140条及び第 141条の
規定に基づき、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校に在学する児童又は生徒に対して、自

校、他の小学校、中学校、特別支援学校の小学部若しくは中学部、高等部、高等学校又は中等教育

学校（以下「小学校等」という。）において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事

項を定めるものとする。 
 
（通級指導校の通知等） 
第２条 校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会に対

し、その旨を通知する。 
２ 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせることが

適当と認めるときは、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校（以下「通級

指導校」という。）を在学校の校長に通知する。 
３ 前項の通知に当たっては、教育委員会はあらかじめ札幌市学びの支援委員会等の意見を聴取す

る。 
４ 教育委員会は、第２項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び

在学校を通知する。 
 
（特別の教育課程の編成等） 
第３条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第２項及び第４項の通知を受けたとき及び指導を実

施する年度当初に、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行う。 
２ 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における

指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知する。 
３ 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課

程を編成し、教育委員会に通知する。 
４ 通級指導校においては、通級による指導の記録を作成し、在学校に対して年度末までに通知す

る。 
５ 在学校は、通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的にとらえるため、指導要録の

指導に関する記録を〔総合所見及び指導上参考となる諸事項〕において、通級指導校の「通級によ

る指導の記録」に基づいて、必要事項を記入する。 
６ 通級指導校においては、通級する児童生徒の出席状況を記録する通級簿の作成を行うものとす

る。 
 
（保護者への通知） 
第４条 教育委員会は、前条第３項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級

指導校など必要な事項を通知する。 
 
（通級による指導の終了） 
第５条 在学校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の

意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に

対し、その旨を通知する。 
 
（雑則） 
第６条 その他の小学校等において、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に

定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 令和３年４月１日一部改正  

－65－
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